
     

「
成
年
後
見
制
度
」
を 

利
用
す
る
た
め
に 

  

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や

精
神
上
の
障
が
い
等
に
よ
っ
て
判
断

能
力
が
十
分
で
な
い
方
に
つ
い
て
、

家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
い
、
本

人
を
援
助
す
る
者
（
成
年
後
見
人

等
）
を
選
任
し
て
、
法
的
な
権
限
を

与
え
て
、
本
人
の
代
わ
り
に
法
律
行

為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
制
度
で
す
。 

成
年
後
見
制
度
に
は
「
法
定
後

見
」
と
「
任
意
後
見
」
が
あ
り
ま
す

が
、
今
回
は
こ
の
う
ち
の
「
法
定
後

見
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

   

法
定
後
見
と
は
、
す
で
に
判
断
能

力
が
な
い
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
た

め
に
、
契
約
上
の
ト
ラ
ブ
ル
や
財
産

管
理
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
場
合

に
利
用
し
ま
す
。 

 

本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に
応
じ

て
「
後
見
」
「
保
佐
」
「
補
助
」
の 

３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

     

① 

後
見 

 

▼
日
常
的
な
買
い
物
も
自
分
で 

出
来
な
い 

 

▼
日
常
的
な
事
柄
（
家
族
の
名
前
、 

自
分
の
住
所
）
が
分
か
ら
な
い 

② 
保
佐 

 

▼
日
常
的
な
買
い
物
は
自
分
で 

出
来
る
が
、
重
要
な
財
産
行
為 

（
不
動
産
の
売
買
、
自
宅
の
改
築 

工
事
契
約
、
金
銭
貸
借
）
は
自 

分
で
出
来
な
い 

③ 

補
助 

 

▼
重
要
な
財
産
行
為
に
つ
い
て
自

分
で
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

出
来
る
か
ど
う
か
危
惧
さ
れ
る
。

（
本
人
の
た
め
に
は
、
誰
か
に
代

わ
っ
て
や
っ
て
も
ら
っ
た
方
が
よ

い
場
合
） 

  

家
庭
裁
判
所
が
状
況
に
応
じ
て
、 

「
成
年
後
見
人
」
「
保
佐
人
」
「
補
助 

人
」
を
選
任
し
て
、
本
人
を
保
護
し 

ま
す
。
成
年
後
見
人
等
は
、
親
族
の 

ほ
か
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会 

福
祉
士
等
の
専
門
家
か
ら
選
任
さ 

れ
ま
す
。 

成
年
後
見
人
等
に
与
え
ら
れ
る 

法
的
な
権
限
は
？ 

 
 

 

■
同
意
権
・
取
消
権 

 

後
見
人
等
の
同
意
な
し
に
行
っ
た
、

本
人
の
法
律
行
為
を
取
消
（
無
効
）

に
す
る
権
限 

 

例 

本
人
が
成
年
後
見
人
の
同
意

無
く
行
っ
た
百
万
円
の
布
団
の

購
入
を
取
消
す
。 

 ※
日
用
品
の
購
入
な
ど
日
常
生
活

に
関
す
る
行
為
は
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

■
代
理
権 

 

後
見
人
等
が
本
人
に
代
わ
っ
て

（
代
理
し
て
）
法
律
行
為
を
行
う
権

限 

 

例 

本
人
の
代
理
人
と
し
て
、
成
年 

後
見
人
が
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
契 

約
を
行
う
。 

 

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は 

 

  

本
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家

庭
裁
判
所
に
申
立
て
ま
す
。
申
立
て

を
受
け
る
と
、
家
庭
裁
判
所
の
調

査
官
が
本
人
の
生
活
状
況
を
調
査

し
ま
す
。
「
後
見
」
と
「
保
佐
」
類
型

の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
医
師
に
よ

る
鑑
定
を
行
い
ま
す
。
調
査
や
鑑
定

結
果
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
成
年
後

見
人
等
が
選
任
さ
れ
る
と
、
法
定

後
見
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
家
庭
裁

判
所
で
は
、
手
続
き
や
申
立
て
に
必

要
な
書
類
や
費
用
な
ど
に
つ
い
て

説
明
す
る
「
家
事
手
続
案
内
」
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

 

申
立
て
出
来
る
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
本
人
や
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親

族
な
ど
」
が
申
立
て
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
本
人
に
判
断
能
力
が

無
く
、
親
族
も
い
な
い
場
合
は
「
根

室
市
長
」
が
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

 

申
立
て
に
必
要
な
書
類
と
金
額 

 
 

 

①
申
立
書 

 

詳
し
く
は
、
家
庭
裁
判
所
に
確
認 

し
て
下
さ
い
。 

②
申
立
手
数
料 

 

収
入
印
紙 

八
百
円
分 

③
郵
送
手
数
料 

 

郵
便
切
手 

三
千
円
程
度 

④
登
記
手
数
料 

 
収
入
印
紙 

二
千
六
百
円
分 

⑤
添
付
書
類 

 

・
戸
籍
謄
本
、
住
民
票 

 

・
成
年
後
見
に
関
す
る
「
登
記
さ 

れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
」 

 

・
医
師
の
診
断
書 

 

・
財
産
に
関
す
る
資
料 

（
不
動
産
登
記
証
明
書
等
） 

 

⑥
鑑
定
費
用 

 

後
見
類
型
、
保
佐
類
型
の
場
合
は
、

原
則
と
し
て
本
人
の
判
断
能
力
の

状
況
等
を
調
べ
る
た
め
に
、
医
師
に

よ
る
鑑
定
を
行
い
ま
す
。
鑑
定
を
要

す
る
場
合
に
は
、
費
用
と
し
て
５
～

10

万
円
程
度
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

報
酬
の
支
払
い
は
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

成
年
後
見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人

の
報
酬
が
本
人
の
財
産
の
中
か
ら

支
払
わ
れ
ま
す
。
（
報
酬
に
つ
い
て

は
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
家
庭
裁

判
所
が
支
給
の
可
否
や
金
額
を
決

定
し
ま
す
） 

 

相
談
・
申
立
て
は
、
本
人
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
と
さ

れ
て
お
り
、
根
室
市
の
場
合
は
、
釧

路
家
庭
裁
判
所
根
室
支
部
（
敷
島

町
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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